
顧問先から著しい業績悪化のため事業再生手続を進めたい、と相談されたらどうしますか。事業再生の法務と税務は非常
に難解です。しかし、ストーリー仕立てで全体観を見通すとつながりが生じ理解しやすくなります。各種ケーススタディを交えて
難解な法務と税務を体系的に整理します。

税理士の皆さまへ
近畿税制研究会では、税制、会計、会社法をはじめとして、税理士業務に資するための研修会を積極的に開催しております。

今回は「ストーリーでひも解く事業再生実務の法務・税務」というテーマで、公認会計士・税理士の棟田裕幸先生にお話しをいただくことになり
ました。ぜひ、皆さまのご参加をお待ち申し上げております。 近畿税制研究会会長 植田 卓

ＭＪＳ税経システム研究所 客員研究員講 師概 要

難解な法務と税務を体系的に整理します。

１．事業再生の法務・税務の全体観

２．事業再生の法務（法的整理・私的整理）

３．事業再生の各種手法

事業再生（法的整理 私的整理） 税務

公認会計士・税理士 棟田 裕幸 （むねたひろゆき）

【略歴】1978年明治大学商学部卒業。1985年青山監査法人・ﾌﾟﾗｲｽｳｵｰ
ﾀｰﾊｳｽ（現あらた監査法人）に入社。その後三優監査法人を経て、1995
年棟田公認会計士･税理士事務所開設、1999年株式会社BSM設立。平

当日、会場にて承ります受講料

４．事業再生（法的整理・私的整理）の税務

（１）資産の評価損益

（２）欠損金の特例

５．事業再生の事例研究

（１）第２会社方式

（２）会社更生、民事再生、私的整理

成18年度公認会計士修了試験経営科目出題委員
【主な著書】『会社合併実務必携 日本税理士連合会編集』（共著）法令
出版、『平成26年度税制改正の要点整理』（共著）清文社、『組織再編の
手法と会計・税務Q&A 第2版』（共著）中央経済社、『Q&A自己株式の実
務』（共著）、新日本法規、『税務弘報』にも多数執筆。

●近畿税制研究会 会員（1名） ・・・無料

平成26年7月8日（火） 14：00～17：00 （13：30開場）日 時

※本研修会は近畿税理士会の「研修規則」 に定める
36時間研修に該当します。

※本研修会は近畿税理士会の「会員研修に関する認定基準」
第6条（1） により、受講の対象が税理士に限られますので
税理士 以外の方のご参加はご遠慮願います。

●近畿税制研究会 会員（1名） ・・・無料
●同上 2名以上1名につき ・・・1,000円（税込）
●会員以外の税理士会 会員 ・・・7,000円（税込）

※テキストのみの販売はいたしておりません。

成 年 月 （火） （ 開場）

会員 ・ 非会員

定員８０名
（先着順／定員になり次第締切）

日 時

会 場
ホテルグランヴィア京都
5階 古今の間

京都市下京区烏丸通塩小路下ル

東塩小路町901番地 TEL：075-344-8888

〒

税理士登録番号
※必須

会員 非会員

近畿税制研究会 事務局／梅原

〒541-0054 大阪市中央区南本町4-1-10 ホンマチ山本ビル2F TEL:06-6251-3735

※ お申し込みの際にご記入いただくお客様の個人情報は、受付業務にあたり名簿作成を行いお客様へ対応する上で必要なものです。また、今後開催される
研修会のご案内をするために、お預りした情報を利用させていただくことがあります。当会では、記入していただいた情報を適切に管理し、お客様の承諾
なく第三者に開示・提供することはありません。ご案内が不要なお客様は、当会にお申し付けください。

◆入会ご希望の場合は、右記に☑をつけてください。入会申込書をご送付いたします。 入会申込書希望 □

http://www.kinzeisei.com


